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（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 細 則 は 、 公 益 社 団 法 人 北 海 道 社 会 福 祉 士 会 文 書 取 扱

規 程（ 規 程 第 16号 。以 下「 文 書 規 程 」と い う 。）第 13条 か ら 第 1

6条 に 規 定 す る 発 信 公 文 書 の 取 り 扱 い に 関 す る 細 目 事 項 を 定 め

る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 発 行 年 月 日 の 記 載 ）  

第 ２ 条  発 信 文 書 の 右 肩 部 に 、 発 行 し た 日 付 を 記 載 し な け れ ば な

ら な い 。  

２  前 項 の 日 付 は 、 西 暦 で 表 示 す る も の と す る 。  

（ 発 信 公 文 書 番 号 の 採 番 方 法 ）  

第 ３ 条  文 書 規 程 第 1 3条 第 ２ 項 に 規 定 す る 発 信 公 文 書 に 採 番 す る

分 類 番 号（ 以 下「 文 書 番 号 」と い う 。）は 、以 下 の 方 法 に よ り 表

示 す る も の と す る 。  

 
 

   北 福 士 発  ○ ○ － △ △ △  

     (１ )  (２ )    (３ )  

                     【 記 載 例 】  

北 福 士 発 04-123  

(１ )本 会 文 書 識 別 記 号 … 本 会 が 発 行 す る 公 文 書 を 示 す 。  

 (２ )本 会 発 行 年 度 番 号 … 西 暦 の 下 ２ ケ タ (半 角 数 字 )で 表 示 す る 。 

 (３ )差 出 文 書 通 し 番 号 … 0 0 1～ 99 9(半 角 ３ ケ タ 数 字 )で 表 示 す る 。 

２  前 項 第 ３ 号 の 番 号 は 、そ の 年 度 内 で 発 行 す る 文 書 ご と に 採 番

し 、 時 系 列 的 に 取 得 す る も の と す る 。  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、同 一 内 容 の 文 書 で あ っ て 、複 数 の

宛 先 に 発 信 す る 文 書 に は 同 一 番 号 と す る こ と が で き る 。  

４  文 書 番 号 を 記 載 す る 位 置 は 、発 信 文 書 の 右 肩 部 で 第 ２ 条 に 規

定 す る 発 行 年 月 日 の 直 上 と す る 。  

 



（ 事 務 連 絡 の 表 示 ）  

第 ４ 条  本 会 の 発 信 文 書 の う ち 、 本 会 内 部 組 織 ・ 機 関 宛 に 発 信 さ

れ る 事 務 連 絡 に つ い て は 、 発 信 公 文 書 の 取 扱 か ら 除 外 し 、 第 ３

条 に 規 定 す る 文 書 番 号 の 記 載 は 必 要 な い も の と す る 。  

２  前 項 の 場 合 に あ っ て は 、 以 下 の と お り 記 載 す る も の と す る 。  

   (事 務 連 絡 )   

（ 押 印 の 基 準 ）  

第 ５ 条  発 信 公 文 書 に 公 印 を 押 印 す る 基 準 は 、次 の と お り と す る 。 

 (１ )本 会 名 で 発 信 す る と き 。  

 (２ )会 長 名 で 発 信 す る と き 。  

 (３ )そ の 他 の 理 事 名 で 発 信 す る と き 。  

（ 改 廃 ）  

第 ６ 条  こ の 細 則 を 改 廃 す る と き は 、 理 事 会 の 承 認 を 得 な け れ ば

な ら な い 。  

 

附  則  

１  こ の 細 則 は 、 本 会 の 設 立 許 可 の あ っ た 日 ( 2 0 06年 1 2月 1 8日 )か

ら 施 行 す る 。  

２  こ の 細 則 は 、 2013年 7月 20日 か ら 施 行 す る 。な お 、改 正 後 の 細

則 は 、 2013年 4月 1日 か ら 適 用 す る 。  

 


